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【手続補正書】
【提出日】平成29年2月20日(2017.2.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）白檀油と、
　ｂ）１つ以上の酸化防止剤と、
　ｃ）リン酸緩衝剤と、を含む、クリーム製剤。
【請求項２】
　前記酸化防止剤が、ｔ－ブチルヒドロキノン（ＴＢＨＱ）、Ｒｏｓａｍｏｘ、及びＢｏ
ｔａｎｅｓｓｅｎｔｉａｌｓ　ＲＳＳＴから成る群から選択される、請求項１に記載の製
剤。
【請求項３】
　前記白檀油が、サンタラム・アルバムもしくはサンタラム・スピカタムまたはそれらの
組み合わせ由来である、請求項１または２に記載の製剤。
【請求項４】
　前記白檀油の濃度が、約０．３％（ｗ／ｗ）～約１０％（ｗ／ｗ）である、請求項１～
３のいずれかに記載の製剤。
【請求項５】
　前記酸化防止剤の濃度が、約０．０５％（ｗ／ｗ）～約０．１％（ｗ／ｗ）である、請
求項１～４のいずれかに記載の製剤。
【請求項６】
　前記リン酸緩衝剤が、リン酸二水素カリウム緩衝剤またはリン酸水素二カリウム緩衝剤
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である、請求項１～５のいずれかに記載の製剤。
【請求項７】
　前記リン酸緩衝剤の濃度が、約０．４％（ｗ／ｗ）～約１０％（ｗ／ｗ）である、請求
項１～６のいずれかに記載の製剤。
【請求項８】
　前記製剤が溶媒をさらに含む、請求項１～７のいずれかに記載の製剤。
【請求項９】
　前記溶媒が水である、請求項８に記載の製剤。
【請求項１０】
　前記製剤が、１つ以上の薬学的に許容される賦形剤をさらに含む、請求項１～９のいず
れかに記載の製剤。
【請求項１１】
　前記製剤のｐＨが約４～約６である、請求項１～１０のいずれかに記載の製剤。
【請求項１２】
　対象における皮膚障害の治療における使用のための、請求項１～１１のいずれかに記載
の製剤。
【請求項１３】
　前記皮膚障害が、座瘡、乾癬、湿疹、皮膚炎、真菌感染、光線性角化症、おむつかぶれ
、伝染性軟属腫、及び膿痂疹から成る群から選択される、請求項１２に記載の製剤。
【請求項１４】
　対象における皮膚障害の治療のための、請求項１～１３のいずれかに記載の製剤であっ
て、前記対象が、皮膚障害を有するか、皮膚障害を発症する危険性がある、製剤。
【請求項１５】
　前記皮膚障害が、座瘡、乾癬、湿疹、皮膚炎、真菌感染、光線性角化症、おむつかぶれ
、伝染性軟属腫、及び膿痂疹から成る群から選択される、請求項１４に記載の製剤。
【請求項１６】
　局所投与されることを特徴とする、請求項１４または１５に記載の製剤。
【請求項１７】
　皮膚障害の治療用の薬剤の製造のための、請求項１～１３のいずれかに記載の製剤の使
用。
【請求項１８】
　製剤前記皮膚障害が、座瘡、乾癬、湿疹、皮膚炎、真菌感染、光線性角化症、おむつか
ぶれ、伝染性軟属腫、及び膿痂疹から成る群から選択される、請求項１７に記載の使用。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　前述のように、サンタラム・スピカタム（西オーストラリア白檀）を使用することがで
きる。本明細書に記載の方法及び組成物で利用することができるオーストラリアで産出さ
れた他の種は、Ｓ．アクミナトゥム（Ｓ．ａｃｕｍｉｎａｔｕｍ）、Ｓ．ランケオラトゥ
ム（Ｓ．ｌａｎｃｅｏｌａｔｕｍ）、Ｓ．ムッラヤヌム（Ｓ．ｍｕｒｒａｙａｎｕｍ）、
Ｓ．オブトゥシフォリウム（Ｓ．ｏｂｔｕｓｉｆｏｌｉｕｍ）、及びＳ．アルバムを含む
が、これらに限定されるものではない。本明細書に記載の組成物は１つ以上の白檀油を含
み得る。この油（複数可）は、サンタラム属の１つ以上のメンバーに由来し得る。白檀油
は、白檀心材油であり得る。
　例えば、本発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
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　ａ）白檀油と、
　ｂ）１つ以上の酸化防止剤と、
　ｃ）リン酸緩衝液と、を含む、クリーム製剤。
（項目２）
　前記酸化防止剤が、ｔ－ブチルヒドロキノン（ＴＢＨＱ）、Ｒｏｓａｍｏｘ、及びＢｏ
ｔａｎｅｓｓｅｎｔｉａｌｓ　ＲＳＳＴから成る群から選択される、項目１に記載の方法
。
（項目３）
　前記白檀油が、サンタラム・アルバムもしくはサンタラム・スピカタムまたはそれらの
組み合わせ由来である、項目１に記載の製剤。
（項目４）
　前記白檀油の濃度が、約０．３％（ｗ／ｗ）～約１０％（ｗ／ｗ）である、項目１～３
のいずれかに記載の製剤。
（項目５）
　前記酸化防止剤の濃度が、約０．０５％（ｗ／ｗ）～約０．１％（ｗ／ｗ）である、項
目１～４のいずれかに記載の製剤。
（項目６）
　前記リン酸緩衝液が、リン酸二水素カリウム緩衝液またはリン酸水素二カリウム緩衝液
である、項目１～５のいずれかに記載の製剤。
（項目７）
　前記リン酸緩衝液の濃度が、約０．４％（ｗ／ｗ）～約１０％（ｗ／ｗ）である、項目
１～６のいずれかに記載の製剤。
（項目８）
　前記製剤が溶媒をさらに含む、項目１～７のいずれかに記載の製剤。
（項目９）
　前記溶媒が水である、項目８に記載の製剤。
（項目１０）
　前記製剤が、１つ以上の薬学的に許容される賦形剤をさらに含む、項目１～９のいずれ
かに記載の製剤。
（項目１１）
　前記製剤のｐＨが約４～約６である、項目１～１０のいずれかに記載の製剤。
（項目１２）
　対象における皮膚障害の治療における使用のための、項目１～１１のいずれかに記載の
製剤。
（項目１３）
　前記皮膚障害が、座瘡、乾癬、湿疹、皮膚炎、真菌感染、光線性角化症、おむつかぶれ
、伝染性軟属腫、及び膿痂疹から成る群から選択される、項目１２に記載の製剤。
（項目１４）
　対象における皮膚障害の治療方法であって、項目１～１３のいずれかに記載の製剤の治
療的に有効な量を前記対象に投与することを含み、前記対象が、皮膚障害を有するか、皮
膚障害を発症する危険性がある、前記方法。
（項目１５）
　前記皮膚障害が、座瘡、乾癬、湿疹、皮膚炎、真菌感染、光線性角化症、おむつかぶれ
、伝染性軟属腫、及び膿痂疹から成る群から選択される、項目１４に記載の方法。
（項目１６）
　前記製剤が局所投与される、項目１４または１５に記載の方法。
（項目１７）
　皮膚障害の治療用の薬剤の製造のための、項目１～１３のいずれかに記載の製剤の使用
。
（項目１８）
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　前記皮膚障害が、座瘡、乾癬、湿疹、皮膚炎、真菌感染、光線性角化症、おむつかぶれ
、伝染性軟属腫、及び膿痂疹から成る群から選択される、項目１７に記載の使用。
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